
２０２４年４月１５日(月）　ＨＰ公開以降の更新履歴

5/14
公募要領＜個人申請編＞

Ｐ４１
３．交付要件 　３－２．ＺＥＨ＋の交付要件
（４）ＺＥＨ＋の選択要件

5/14 公募要領＜法人申請編＞ Ｐ４２
３．交付要件 　３－２．ＺＥＨ＋の交付要件
（４）ＺＥＨ＋の選択要件

6/11 公募要領＜個人申請編＞ Ｐ６２
４．事業の実施　事業フロー・公募～交付決定
４－２．公募～交付決定
（２）交付申請

10/8 公募要領＜個人申請編＞ Ｐ７７
５．事業の実施　補助事業の開始～補助金支払い
５－４．【複数年度事業｜本年度（１年目）】完了実績報告～補助金支払い
（１）本年度（１年目）の完了実績報告及び補助金の額の確定

10/8 公募要領＜法人申請編＞ Ｐ７９
５．事業の実施　補助事業の開始～補助金支払い
５－４．【複数年度事業｜本年度（１年目）】完了実績報告～補助金支払い
（１）本年度（１年目）の完了実績報告及び補助金の額の確定

※３　裏面のマイナンバー（個人番号）は提出不要です。なおマイナンバー通知カードは不可です。
（マイナンバーが提出された場合は、ＳＩＩにてマスキング処理をします。）
※４　保険者番号、被保険者等記号・番号及びＱＲコードはマスキングして提出してください。(マスキングさ
れていない場合は、ＳＩＩにてマスキング処理をします。)
　　　参考：「本人確認書類の提出について」

※３　裏面のマイナンバー（個人番号）は提出不要です。なお、マイナンバー（個人番号）が提出され、マス
キングされていない場合は、ＳＩＩは受理せず、不備として差し戻します。また、マイナンバー通知カードは
不可です。
※４　保険者番号、被保険者等記号・番号及びＱＲコードはマスキングして提出してください。(マスキングさ
れていない場合は、ＳＩＩは受理せず、不備として差し戻します。)
　　　参考：「本人確認書類の提出について」

❸ 電気自動車（プラグインハイブリッド車を含む）を活用した自家消費の拡大措置のための充電設備又は充放
電設備
太陽光発電設備等により充電した電力を電気自動車（プラグインハイブリッド車を含む）（以下「ＥＶ」とい
う。）に充電を可能とする設備又はＥＶと住宅間で充放電することを可能とする設備を設置し、敷地内の駐車
スペースにおいて使用を可能とした上で、以下の要件を満たすこと。

❸ 電気自動車（プラグインハイブリッド車を含む）を活用した自家消費の拡大措置のための充電設備又は充放
電設備
太陽光発電設備等により発電した電力を電気自動車（プラグインハイブリッド車を含む）（以下「ＥＶ」とい
う。）に充電を可能とする設備又はＥＶと住宅間で充放電することを可能とする設備を設置し、敷地内の駐車
スペースにおいて使用を可能とした上で、以下の要件を満たすこと。

❸ 電気自動車（プラグインハイブリッド車を含む）を活用した自家消費の拡大措置のための充電設備又は充放
電設備
太陽光発電設備等により充電した電力を電気自動車（プラグインハイブリッド車を含む）（以下「ＥＶ」とい
う。）に充電を可能とする設備又はＥＶと住宅間で充放電することを可能とする設備を設置し、敷地内の駐車
スペースにおいて使用を可能とした上で、以下の要件を満たすこと。

❸ 電気自動車（プラグインハイブリッド車を含む）を活用した自家消費の拡大措置のための充電設備又は充放
電設備
太陽光発電設備等により発電した電力を電気自動車（プラグインハイブリッド車を含む）（以下「ＥＶ」とい
う。）に充電を可能とする設備又はＥＶと住宅間で充放電することを可能とする設備を設置し、敷地内の駐車
スペースにおいて使用を可能とした上で、以下の要件を満たすこと。
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4ZEH ZEH＋複数年度
法人

5. 事業の実施 補助事業の開始～補助金支払い

（注）・②～③の資料には、申請者名が記載されていること。

・確認済証※、平面図・立面図、外皮計算書は後年度（２年目）交付申請時に提出すること。

※後年度（２年目）の申請時に提出できない場合は、後年度（２年目）の完了実績報告時に提出すること。

NO. 提出資料 詳細

① 着手前写真 事務取扱説明書を参照し、撮影した着手前写真を提出すること。

② ＢＥＬＳ
• 評価書には、交付申請時に示したＺＥＨランクの省エネ性能表示を

取得していること。
• 交付決定日以降の日付であること。

③
一次エネルギー消費量計算結果（住宅版）
（ＢＥＬＳ申請時に提出したもの）

評価機関に提出した一次エネルギー消費量計算結果（評価機関の押印があるもの）を
提出すること。

④

［ZEH＋の選択
要件］で❷高度
エネルギーマネ
ジメントを選択
した場合

本年度（１年目）
の完了実績報告時
にAIF認証取得が
完了していない
場合

ECHONET Lite AIF
認証取得意思決定文書

AIF認証取得に責任を有する主体（機器メーカー等）によるAIF認証取得意思決定文書
を提出すること。

自己確認での
対応の場合

・自己確認したことを証する
書面（自己確認適合書等）

・住宅機器メーカー等が
公表するホワイトリスト

ECHONET Lite AIF認証を取得せず、自己確認で対応する場合に提出すること。

⑤ 補助金の振込先が確認できる資料 補助事業者名義の口座であること。

ＺＥＨポータルにデータアップロードにより申請

１）提出資料一覧

4ZEH ZEH＋複数年度
法人

5. 事業の実施 補助事業の開始～補助金支払い

（注）・②～③の資料には、申請者名が記載されていること。

・確認済証※、平面図・立面図、外皮計算書は後年度（２年目）交付申請時に提出すること。

※後年度（２年目）の申請時に提出できない場合は、後年度（２年目）の完了実績報告時に提出すること。

NO. 提出資料 詳細

① 着手前写真 事務取扱説明書を参照し、撮影した着手前写真を提出すること。

② ＢＥＬＳ
• 評価書には、交付申請時に示したＺＥＨランクの省エネ性能表示を

取得していること。
• 交付決定日以降の日付であること。

③
一次エネルギー消費量計算結果（住宅版）
（ＢＥＬＳ申請時に提出したもの）

評価機関に提出した一次エネルギー消費量計算結果（評価機関の押印があるもの）を
提出すること。

④

［ZEH＋の選択
要件］で❷高度
エネルギーマネ
ジメントを選択
した場合

本年度（１年目）
の完了実績報告時
にAIF認証取得が
完了していない
場合

ECHONET Lite AIF
認証取得意思決定文書

AIF認証取得に責任を有する主体（機器メーカー等）によるAIF認証取得意思決定文書
を提出すること。

自己確認での
対応の場合

・自己確認したことを証する
書面（自己確認適合書等）

・住宅機器メーカー等が
公表するホワイトリスト

ECHONET Lite AIF認証を取得せず、自己確認で対応する場合に提出すること。

⑤ 補助金の振込先が確認できる資料 補助事業者名義の口座であること。

ＺＥＨポータルにデータアップロードにより申請

１）提出資料一覧

3ZEH ZEH＋複数年度
法人

NO. 提出資料 詳細

① 着手前写真 事務取扱説明書を参照し、撮影した着手前写真を提出すること。

② 平面図、立面図（ＢＥＬＳ申請時に提出したもの） 評価機関に提出したもの（評価機関の押印があるもの）に限る。

③ ＢＥＬＳ
• 評価書には、交付申請時に示したＺＥＨランクの省エネ性能表示を

取得していること。
• 交付決定日以降の日付であること。

④
一次エネルギー消費量計算結果（住宅版）
（ＢＥＬＳ評価書申請時に提出したもの）

評価機関に提出した一次エネルギー消費量計算結果（評価機関の押印がある
もの）を提出すること。

⑤
外皮計算書（ＢＥＬＳ申請時に提出したもの）
（住宅建設性能評価書を取得する場合は提出不要）

交付決定を受けた住宅の「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の外皮平均日射熱
取得率」等の根拠となる計算書を提出すること。
なお、評価機関に提出したもの（評価機関の押印があるもの）に限る。

⑥ 補助金の振込先が確認できる資料 補助事業者名義の口座であること。

5. 事業の実施 補助事業の開始～補助金支払い

3

（注）・②～⑤の資料には、申請者名が記載されていること。

・確認済証※は後年度（２年目）の申請時に提出すること。

※ 後年度（２年目）の申請時に提出できない場合は、後年度（２年目）の完了実績報告時に提出すること。

ＺＥＨポータルにデータアップロードにより申請

提出資料一覧

3ZEH ZEH＋複数年度
法人

NO. 提出資料 詳細

① 着手前写真 事務取扱説明書を参照し、撮影した着手前写真を提出すること。

② 平面図、立面図（ＢＥＬＳ申請時に提出したもの） 評価機関に提出したもの（評価機関の押印があるもの）に限る。

③ ＢＥＬＳ
• 評価書には、交付申請時に示したＺＥＨランクの省エネ性能表示を

取得していること。
• 交付決定日以降の日付であること。

④
一次エネルギー消費量計算結果（住宅版）
（ＢＥＬＳ評価書申請時に提出したもの）

評価機関に提出した一次エネルギー消費量計算結果（評価機関の押印がある
もの）を提出すること。

⑤
外皮計算書（ＢＥＬＳ申請時に提出したもの）
（住宅建設性能評価書を取得する場合は提出不要）

交付決定を受けた住宅の「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の外皮平均日射熱
取得率」等の根拠となる計算書を提出すること。
なお、評価機関に提出したもの（評価機関の押印があるもの）に限る。

⑥ 補助金の振込先が確認できる資料 補助事業者名義の口座であること。

5. 事業の実施 補助事業の開始～補助金支払い

3

（注）・②～⑤の資料には、申請者名が記載されていること。

・確認済証※は後年度（２年目）の申請時に提出すること。

※ 後年度（２年目）の申請時に提出できない場合は、後年度（２年目）の完了実績報告時に提出すること。

ＺＥＨポータルにデータアップロードにより申請

提出資料一覧


